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【告示】

番 号 表 題 担当課名

３１９ 特定調達契約について一般競争入札により 管財課

落札者を決定した件

３２０ 同 同

３２１ 同 同

３２２ 自動車税の環境性能割の証紙の売りさばき 税務課

人を指定した件

３２３ 自動車税の環境性能割の証紙及び自動車税 同

の種別割の証紙の売りさばき人を指定した

件

３２４ 自動車税の環境性能割の証紙及び自動車税 同

の種別割の証紙の売りさばき人について指

定を取り消した件

３２５ 自動車税の環境性能割に係る証紙代金収納 同

計器の取扱者を指定した件

３２６ 自動車税の環境性能割に係る証紙代金収納 同

計器及び自動車税の種別割に係る証紙代金

収納計器の取扱者を指定した件

３２７ 自動車税の環境性能割に係る証紙代金収納 同

計器及び自動車税の種別割に係る証紙代金

収納計器の取扱者について指定を取り消し

た件

３２８ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課



【告示】

番 号 表 題 担当課名

３２９ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

３３０ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農林水産基盤整備局

届出があった件 農山漁村振興課

３３１ 同 同



徳
島
県
告
示
第
三
百
十
九
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
ほ
か
十
六
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
六
六
〇
、
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
林
町
一
九
六
四
番
地
一

五

落
札
金
額

五
千
三
百
四
十
五
万
九
百
六
十
七
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
三
月
二
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
ほ
か
十
一
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
六
〇
九
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
林
町
一
九
六
四
番
地
一

五

落
札
金
額

五
千
三
百
二
十
三
万
五
千
四
百
八
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
三
月
二
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
課
鳴
門
庁
舎
ほ
か
十
施
設
で
使
用
す
る
電

気
調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
三
四
四
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
庁
舎
管
理
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
林
町
一
九
六
四
番
地
一

五

落
札
金
額

二
千
百
十
六
万
九
千
七
百
十
七
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
三
月
二
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
徳
島

県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
税
条
例
第
五

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
社
団
法
人
全
国
軽
自
動
車
協

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
四

会
連
合
会
徳
島
事
務
所



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
証
紙
及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
の
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
税
条
例
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
会

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
六

議
所



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
十
月
一
日
に
指
定
し
た
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
証
紙
及
び
自
動
車
税

の
種
別
割
の
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
徳
島
県
税
条

例
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

取
消
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
財
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
税

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
六

証
紙
取
扱
協
会



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
十
八
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
社
団
法
人
全
国
軽
自
動
車
協

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
四

会
連
合
会
徳
島
事
務
所



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
十
八
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
に

係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
会

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
六

議
所



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
十
八
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
十
月
一
日
に
指
定
し
た
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
証
紙
代
金
収
納

計
器
及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
を

取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

取
消
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
財
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
税

令
和
二
年
四
月
一
日

番
地
六

証
紙
取
扱
協
会



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

リ
ヴ
・
フ
リ
ー
リ
ー
株
式
会

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番

な
ず
な
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番
地

訪
問
看
護

令
和
二
年
五
月
一

社

地
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
階

ョ
ン

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
〇
五

日

株
式
会
社
ｈ
ｕ
ｉ
ｔ

同

沖
浜
東
一
丁
目
二
四
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ハ

同

山
城
町
東
浜
傍
示
一
九－

同

同

地
二

ナ
コ
ト
バ

二

医
療
法
人
秀
佑
会

同

南
田
宮
一
丁
目
三
番
四

ま
つ
き
歯
科
医
院

同

南
田
宮
一
丁
目
三
番
四
八

居
宅
療
養
管

同

八
号

号

理
指
導

株
式
会
社
ユ
ニ
マ
ッ
ト
リ
タ

東
京
都
港
区
北
青
山
二
丁
目
七

徳
島
万
代
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ

同

万
代
町
六
丁
目
一
番
三

通
所
介
護

同

イ
ア
メ
ン
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ

番
一
三
号
プ
ラ
セ
オ
青
山
ビ
ル

よ
風

ィ

短
期
入
所
生

同

活
介
護



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

リ
ヴ
・
フ
リ
ー
リ
ー
株

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番
地

な
ず
な
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番

介
護
予
防
訪
問
看
護

令
和
二
年
五
月

式
会
社

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
階

シ
ョ
ン

地
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
〇

一
日

五

株
式
会
社
ｈ
ｕ
ｉ
ｔ

同

沖
浜
東
一
丁
目
二
四
番
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

山
城
町
東
浜
傍
示
一
九

同

同

二

ハ
ナ
コ
ト
バ

－

二

医
療
法
人
秀
佑
会

同

南
田
宮
一
丁
目
三
番
四
八

ま
つ
き
歯
科
医
院

同

南
田
宮
一
丁
目
三
番
四

介
護
予
防
居
宅
療
養

同

号

八
号

管
理
指
導

株
式
会
社
ユ
ニ
マ
ッ
ト

東
京
都
港
区
北
青
山
二
丁
目
七
番

徳
島
万
代
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

同

万
代
町
六
丁
目
一
番
三

介
護
予
防
短
期
入
所

同

リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
・
コ

一
三
号
プ
ラ
セ
オ
青
山
ビ
ル

そ
よ
風

生
活
介
護

ミ
ュ
ニ
テ
ィ



徳
島
県
告
示
第
三
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

飯
尾
川
堰
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

岸

本

泰

治

岸

本

泰

治

徳
島
市
国
府
町
府
中
六
○
四
―
七

同

朝

田

三

郎

朝

田

三

郎

同

芝
原
字
神
楽
免
七
二
―
一
―
二

同

渡

邉

増

之

渡

邉

増

之

同

不
動
西
町
一
丁
目
四
六
一

同

七

條

和

之

七

條

和

之

同

国
府
町
東
黒
田
字
桜
ノ
本
八
七

同

久
次
米

孝

司

久
次
米

孝

司

同

不
動
北
町
一
丁
目
九

同

大

寺

信

和

大

寺

信

和

同

不
動
北
町
二
丁
目
二
一
○
六
―
一

同

久

米

勝

同

不
動
西
町
三
丁
目
七
七
七

同

鎌

田

健

同

不
動
西
町
四
丁
目
二
一
二
八

同

大

原

章

弘

大

原

章

弘

同

不
動
東
町
四
丁
目
六
八
二

同

髙

井

博

同

不
動
東
町
五
丁
目
一
四
三

同

長

尾

茂

雄

長

尾

茂

雄

同

国
府
町
井
戸
字
左
ケ
池
二
―
二

同

西

口

秀

信

同

花
園
五
四
二

同

出

口

義

昭

出

口

義

昭

同

川
原
田
二
八
二

同

伊

川

幸

治

伊

川

幸

治

同

芝
原
字
野
神
一
二
九
―
一

同

赤

川

勉

赤

川

勉

同

字
橋
本
一
五

同

前

川

久

前

川

久

同

字
寺
地
二
二

同

久

米

裕

同

不
動
西
町
三
丁
目
八
○
一

同

井

原

一

成

同

不
動
西
町
四
丁
目
二
三
一
九
―
一

同

仲

野

真

史

同

不
動
東
町
五
丁
目
七
二
○
―
一

同

松

内

豊

次

同

国
府
町
花
園
四
八
七

監

事

近

藤

昭

文

近

藤

昭

文

同

西
黒
田
字
東
傍
示
九
三
―
一

同

野

口

芳

久

同

花
園
四
六
二

同

橋

本

勝

橋

本

勝

同

東
黒
田
字
榎
島
九
三

同

桂

愼

一

同

花
園
三
四
三



徳
島
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

平
島
上
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

織

原

秀

夫

織

原

秀

夫

阿
南
市
那
賀
川
町
三
栗
一
二
―
一

同

古

川

等

同

上
福
井
堂
免
二
二

同

平

田

一

秀

平

田

一

秀

同

古
津
二
四
三
―
一

同

浜

田

良

則

同

赤
池
一
○
二

同

織

原

肇

同

三
栗
八
一
―
一

同

森

本

巌

森

本

巌

同

六
六

同

高

野

哲

郎

同

一
五
○
―
二

同

森

保

裕

同

古
津
二
一
一
―
一

同

井

澤

剛

井

澤

剛

同

上
福
井
堂
免
一
四
―
二

同

福

田

安

一

同

大
京
原
三
九
二
―
六

同

津

田

茂

樹

同

古
津
三
二
○

同

長

尾

博

行

長

尾

博

行

同

一
一
三

同

福

島

一

幸

福

島

一

幸

同

大
京
原
四
七
四
―
二

同

濱

田

洋

次

同

赤
池
一
一
○

同

佐

藤

博

計

佐

藤

博

計

同

苅
屋
四
三
九

同

小

西

時

雄

同

三
五
―
一

同

井

上

和

久

同

三
栗
九
五
―
一

同

財

前

久

枝

同

古
津
三
七
七
―
二

同

瀬

川

陽

一

同

上
福
井
高
福
井
三
四

同

井

澤

專

市

同

赤
池
六
二
―
三

監

事

安

田

泰
二
郎

同

古
津
一
四
三

同

大

西

俊

之

同

三
栗
一

同

林

和

裕

林

和

裕

同

大
京
原
二
九
○
―
一

同

坪

井

洋

幸

同

古
津
二
二
六


